
   公共工事における建設労働者の適正な労働条件の確保に関する意    
   見書 
 
 建設産業は，わが国の基幹産業として，今日までの経済活動と雇用機会の確

保に貢献してきたが，重層的な関係の中で，他の産業では常識とされる明確な

賃金体系が現在も確立されず，仕事量の変動が直接，施工単価や労務費の引き

下げにつながるなど，建設労働者の生活を不安定なものにしている。 
 このような中，平成１３年４月に公共工事の入札及び契約の適正化の促進に

関する法律が施行され，「建設労働者の賃金・労働条件の確保が適切に行われる

こと」が衆・参両院で付帯決議されているが，諸外国では，すでに公契約に係

る賃金を確保する法律，いわゆる「公契約法」の制定が進んでいる。 
 よって，国におかれては，建設業を健全に発展させ，公共工事における安全

や品質の確保とともに，雇用の安定や技能労働者の育成を図るため，次の事項

について特段の配慮をされるよう強く要望する。 
１ 公共工事において建設労働者の適切な賃金が確保されるよう，「公契約法」

の制定を検討すること。 
２ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に係る付帯決議に関

し実効ある施策を講じること。 
 
 以上，地方自治法第９９条の規定により，意見書を提出する。 
 
  平成２１年６月４日 
 
                           広島県海田町議会 
 
 
 


